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北九州市若松大庭方式にみる本人本位に基づくサービス提供

―包括地域ケアシステム実現に向けた総合政策学アプローチ―

石井大一朗 ・ 澤岡詩野 ・ 舟谷文男 ・ 大江守之

【概要】

　成熟した都市居住地では、居住者が安心して居住を継続できるよう地域特性に即した包括的なケア

システムを地域社会の中に構築することが求められている。本稿は、包括地域ケアシステム実現のた

めに不可欠な、I：本人本位に基づくニーズの発見とサービス提供、それを支える II：地域における

持続的サポート環境 これら二つを実現するための基礎的知見を得ることを目的としている。これら

を実現させる先駆的事例として北九州市若松区における大庭氏の取組み（若松大庭方式）を取り上げ、

その取組みに直接、日常的に関与する身近な関係者に焦点を当て、その実現のメカニズムを「ニーズ

の発見」「解決に向けての資源づくりとサービス提供」これらの実態に着目した分析を行った。その

結果、解決策形成プロセスにおける〔x.解決策検討の場の透明性と参加アクターの多様性 y.各段階

の連関性〕これら二つの機能を担保する仕組みの存在が認められた。

キーワード :包括地域ケアシステム、若松大庭方式、若松あんしんネットワーク、本人本位、持続的

サポート環境
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はじめに

　1960年代 ~70年代に大都市圏への大量の人口流入の受け皿として市街化した大都市郊外居住地で

は、開発から 30年以上が経ち、居住者の一斉の高齢化や人口減少、そして、核家族世帯の高齢化に

よる世帯構成の変化、ライスタイルの変化が進展しつつある。その結果、これまで高齢者等の介助や

介護を担い支えてきた家族や、相互扶助の働きが期待された近隣などは、既にその機能が弱体化する

などし、支え手に変化をもたらしている。多様かつ複雑化する居住者のニーズに応えていくためには、

地域ごとの特性に即した新たな支える仕組みの構築が急務な課題となっている。

　このような背景のもと、介護保険制度や地域福祉計画など国や地方自治体による様々な制度、仕

組みが用意され、それに伴い在宅や施設での暮らしを支える様々なサービスが展開されている。し

かしながら、地域の中の一人ひとりのニーズの発見が不十分なことや、保健・医療・福祉、そして

身近な生活支援などのサービスが、別々な拠点で展開することによる連携の難しさなど、適切なニ

ーズ発見とそれに応じたサービス提供が行われていない現状もある。

　社会背景やコミュニティの特性、そして制度など、地域ごとにその様態は異なり、さらにはそこに

住む居住者一人ひとりのニーズも異なる。居住者が安心して居住を継続できるようにするためには、

ニーズを持つ一人ひとりに対応した、すなわち本人を中心としたサービス提供の仕組みが必要であ

る。本研究は、大都市郊外居住地において特に顕著だと考えられるこのような現状において、居住

を継続するための多様で複雑化するニーズに対し、地域社会全体で支えていく仕組み :包括地域ケア

システムに着目している。

　包括地域ケアシステムとは、一般的に地域における持続的・一時的ケアが必要な当事者への諸サー

ビスのシステム化であり、地域ケアの拠点、諸施設や在宅ケアの諸サービスの地域的配置、それらの

総合的な支援の仕組み・結びつきを意味し、次の 5つの要素を含むものとされている 1）。1-i）.当事

者の発見からニーズの把握、 ii）サービス利用者の状態の変化の把握、 2.病院、施設、地域、住宅の

間のサービスの連続性の確保、 3.分野・領域をまたがる困難事例の支援、 4.連携による 365日 24時

間の支援、 5.フォーマル /インフォーマルサポートの統合。

　サービス提供において、地域が多様な主体との連携等により、これら 5つの要素すべてを包括的

に取り組むことが必要であり、それによって包括的な地域ケアシステムが実現すると考えられる。し

かしながら、施設や諸サービスの整備、そして制度や仕組みが用意されているにも関わらず、必ず

しもうまく機能していなかったり、本人本位に基づいたサービス提供が行われていない、あるいは

持続的でないといった課題がある。

研究の視点

　本研究では、このような背景を基に、包括地域ケアシステム実現のために必要な視点として、I:本

人本位に基づくニーズの発見とサービス提供 II:それを持続的に支える周辺サポート環境、これらの

1）包括地域ケアの定義は多様である。ここでは、現代社会福祉辞典（2003年有斐閣）を援用して筆者が整理した。
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二つを設定している。具体的には、包括地域ケアシステムの先駆的事例として、北九州市若松大庭方

式（後述）に着目し、I、IIがどのように実現されているのか、その取組みの中心人物大庭幹香氏（以

下、大庭氏）、大庭氏の次女松崎智恵氏（以下、松崎氏）、そしてサービス展開をする上で日常的に関

わる身近な関係者に焦点を当て、一人ひとりのニーズの発見、ニーズの変容と共に多様な主体との持

続的な連携によるサービスのつくり出しとサービス提供、これらの取組みの実態とそれがなぜ可能に

なったのか、インタビューを中心としたこれらの詳細な分析を基に、若松大庭方式による包括地域ケ

アシステム実現のメカニズムを明らかにする。

 

I：本人本位に基づくニーズの発見とサービス提供 2）

　住み慣れた地域に安心して住み続けるためには、居住を継続する本人の意思に基づくニーズの充足

が不可欠であると考えられる。これまで保健福祉などの諸サービスや各ケア施設の配置は、制度、分

野ごとに異なるサービス提供やサービス圏域の設定などにより、本来必要なサービスがニーズを抱え

る本人に届けることが出来ないといった課題や、提供されるサービスに本人の意思が反映されていな

いといった課題が考えられた。また、これはサービス利用者側だけでなく、サービス提供者側にとっ

ても不都合を生じさせることが少なくなかった。地域ケアのためのシステム構築は、一人ひとり個別

に異なるニーズを捉え、それぞれに対応したサービス提供を実現させることができる仕組みを構築す

ることである。そのためには、個々の本人の抱えるニーズを発見し、その解決方策を検討、そして直

接サービス提供、あるいは他のサービスへつなげる、それぞれの段階においてニーズに対応した個別

な選択が必要となる。

 

II：持続的に支える周辺サポート環境

　北九州市における取組み 3）:北九州市においては、日常生活範囲に配慮して「小学校区」を基本単

位とし、それを支えるための「行政区レベル」「市レベル」という 3つの層に市全体を再構築し、そ

れぞれのレベルでネットワークの拠点を整備するとともに、地域住民をはじめ自治会や社会福祉協議

会などの地域団体、医師会などの医療関係者、社会福祉関係者、企業、ボランティア、学校、行政な

どが幅広く連携・協働しながら、支援を必要とする人を、地域全体で支えあうネットワークづくりを

進めている 4）。

　包括的なケアシステム実現のためには、様々な主体による連携や支援が不可欠であるが、今回の事

例では、その役割として、若松あんしんネットワークの働きが挙げられた。保健・医療・福祉・教育

の関係機関や地域の団体が集まって、区内における連携のためのシステムづくりと地域福祉の推進・

充実について検討を行うネットワーク組織である。このあんしんネットワークと大庭氏の取組みは、

地域における包括的なケアシステム実現のため相互に不可欠 5）なものとなっている。

2）石井大一朗・吉原明香（2005）による同様な議論がある。
3）若松区保健・医療・福祉・教育・地域連携推進協議会 10周年記念誌（2003）。
4）医療機関側からの地域ケアネットワークに関する課題については、舟谷（2005）に詳しく整理されている。
5）地域の活動を支援するための中間組織の必要性とその可能性については石井（2005）を参照。
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本研究における総合政策学的視点と意義

　総合政策学の実践とは、当事者性に基づく課題解決の仕組みづくりであり、またその仕組みに基づ

く実践である 6）。総合政策学アプローチ（問題発見、仕組みの提案、実施、評価、普及・移転）を実

践する本研究は、図 1に示す一連のプロセス全体を重視し 7）、それが循環的、反復的に行われること

によって、地域特性に応じた包括地域ケアシステム実現の問題解決に関する一般性の抽出と解決手法

の普遍化を最終的な目標としている。

　本研究においては、包括地域ケアシステムの先駆的事例への関与を通じて、仕組みの有効性、改善

点を明らかにし、他の地域において、同様な課題を抱える事象に対し、その仕組みの普及・移転の可

能性を示すための基礎的資料を得ることが総合政策学的意義であると考えている（図 1参照）。

評価における本研究の視点 :

　今回取り上げる事例において、評価の視点は、本人本位に基づいたサービス提供を続ける大庭氏の

取組み、すなわちサービス利用者（ニーズを抱える本人）側の視点に立ったサービス提供のあり方を

示すものとして、‘ニーズとサービスの結びつけ’の過程における 1.ニーズ発見、2.ニーズにもとづ

く新たなサービスの作り出しと提供プロセス、そして、3.多様な主体との連携など周辺環境との応

答関係に注目したものとなっている。 本来的には、サービス利用者側 /供給者側双方からの検討が必

要となるが、供給者側からの検討と、両側面から見た評価は今後の調査の課題としたい。

普及・移転における本研究の視点 :

　先駆的事例を通じた仕組みの有効性や改善点の明確化とその仕組みの普及・移転の実践においては、

特に二つの成果が期待される。1.他の類似した地域への波及 もうひとつは、2.大庭氏の高齢化に伴う、

経営者の交代や周辺環境におけるキーパーソンの交代が予測されることからも、これまでの大庭氏の

取組みから得られた仕組みの有効性や改善点を明らかにし、そして、その地域において活かしていく

こと、すなわち持続可能な仕組みを実現させることである。

図 1　総合政策学アプローチにおけるプロセスの統合

6）詳細は ,大江・平高（2005）を参照。
7）〔図 1:総合政策アプローチにおけるプロセスの統合〕は 2006年 2月 3日に行われた 21世紀 COEプログラム国際シンポジ
ウム「総合政策学―実践知の学問」ランチセッションにて RA研究員がポスターに使用した図案である。
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北九州市若松大庭方式（図 2参照）

　大庭氏を中心としたこれまでの取組みは、本人の持つ「こう生きたい」を活かすことを理念として、

居住者一人ひとりの個性に着目し、ニーズの発見、解決に向けての資源づくり、サービスの提供、そ

して時に、ニーズにあったサービスを自身が持たない場合には周辺へつなぐなど本人本位に基づいた

サービス提供の実現を目指している。具体的には、ケアマネージャー、保健師、医師などの専門家、

行政、関係機関との連携を「あんしんネットワーク参加」等を通じて、大庭氏自らがつくり上げてき

た‘誰もが参加できる開かれた場’（4-2 若松大庭方式を実現させる要因の項で後述）において問題

を共有し解決に必要な方策を検討することによって、「はじめに」の項で述べた包括地域ケアシステ

ム実現のための 5つの取組みを可能にしている。さらには、家族の役割の一部代替 :ターミナルケア、

金銭・財産管理といった、これまでいわゆる身内でしか扱えなかったニーズへの対応も可能にしてい

る。制度 /制度外に関係なく、ニーズを持つ本人にとって必要なサービスを、大庭氏は自身の目の届

く範囲で提供し続けてきた。

　ここでは、上述したようにサービス提供 /問題解決過程において、これまでに構築された多様な連

携により、本人本位に基づいたサービスの提供を実現させる取組みを‘若松大庭方式’と呼び議論を

進める。

研究の方法

　若松大庭方式におけるこれまでのサービス展開である、八百屋の野菜の配達、お弁当のサービス、

図 2　若松大庭方式におけるサービス展開
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訪問給食・日常生活支援サービス「河童クラブ」、介護保険事業サービス「ともしび」、小規模授産施

設「まどか」・小規模作業所「キッチンハーモニー」、そして、2005年 7月にスタートさせた住み慣

れた地域に住み続けるための終の住い「みんなのいえ」実現に至るそれぞれの段階において、「ニー

ズの発見」、「解決に向けての資源づくり」、「サービスの提供」、そして時に、「ニーズにあったサービ

スを自身が持たない場合には周辺へとつなぐ」など、本人本位に基づくサービス提供はどのように実

現してきたのか、インタビュー調査（2005年 7月 21日 ~26日に実施）、地域ケア研究会への参加（若

松あんしんネットワークが月 1回開催する研究会、これまでに 2004年より 5回参加）、そして、3章

で取り上げる「まどか」における参与観察（2004年より各回 1週間程度計 5回、「まどか」における

サービス提供への参加や共同生活）をもとに実態を明らかにする。そして、各章で示すそれぞれの段

階の各サービス提供において抽出される、包括地域ケアシステム実現のための有用な知見を整理する。

また、最後に、他の事例や今回の地域での継続的な検証によって、より一般性の高い仮説（理論）の

獲得を目指し、今後の同様な事例分析に有効な示唆を与えるため、今回の事例を通じて整理される包

括地域ケアシステム実現のための基本的なモデルを提示する。

各章は、ニーズの変容と共にサービスを自らつくり、提供し続けたプロセスを時系列にまとめた。次

の各セクションから構成されている（図 3参照）。

1-訪問配食サービスの提供、 2-在宅介助サービスの提供、 3-居場所の提供、介助・介護サービスの提

供、 4-まとめと考察、付録 -「みんなのいえ」

インタビュー対象者 :

　包括地域ケアシステム実現のためには、様々に異なる立場や利害を持った複数の人々ないし組織の

関与が不可欠である。サービスを利用する本人、サービス提供者、医者、弁護士などの専門家、行政

機関、地域の人々などである。従って、関係するすべてが調査の対象となると考えられるが、今回の

図 3　本論の構成
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事例では特に次のような視点に着目しインタビューを行った。

　これまでの地域のなかの一人ひとりのニーズの変容に応じてサービスを自らつくり、提供し続け

たサービス展開のプロセス自体に焦点を当てている本研究は、「ニーズの発見」、「解決に向けての資

源づくりとサービス提供」これらに直接関与する次の 11人にインタビューを行った。若松大庭方式

の中心人物である大庭氏、松崎氏（ケアマネージャ）、社会福祉法人まどかのスタッフである C1氏、

C2氏（大庭氏の知人）、C3氏（20代男性、もともと閉じこもりがちであったがスタッフとして働く

うちに回復）、河童クラブのリーダーである D氏、民生委員でありまどか評議委員の E氏、松崎氏の

友人であり、あんしんネットワークの参加者でもあり（以下あんしんネットワークへの参加者は [あ ]

と表示）、若松区内にある居宅介護支援事業所の責任者の F氏（ケアマネージャ）、若松に 2つある総

合病院の 1つで主任ケアマネージャーをつとめる G氏（ソーシャルワーカー、主任ケアマネージャ） 

[あ ]、訪問給食などのサービスにおいて連携を行う若松区内にある複合福祉施設（以下、複合施設）

の施設長 H1氏 [あ ]、副施設長 H2氏（ケアマネージャ） [あ ]、若松区基幹型在宅介護支援センター

の職員の I氏（保健師、ケアマネージャ） [あ ]、古くからの大庭氏の活動の理解者である若松区役所

子供家庭相談コーナー、障害高齢者相談窓口 J氏（保健師） [あ ]。それぞれの関係を図 4に示す。

図 4　インタビュー対象者関係概念図
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1　訪問配食サービスの提供とその特徴

1-1　訪問配食サービスの提供

　大庭氏の展開する様々なサービスにおいて、主に高齢者世帯の抱える食のニーズへ対応しているの

が「河童クラブ」である。当時、若松区において配食サービスを提供する主体は少なく、現在でも民

間のお弁当会社 1社と複合施設の訪問配食サービス等に限られている。この若松区の現状を、複合施

設の施設長 H1氏（図 4-H）は以下のように指摘している。

　「坂や車が進入できない細い道が多く存在し、高齢者世帯へ食事を配達することは困難である。また、

1日に食パンしか食べていないというような、栄養状態に問題がある高齢者が存在するとわかってい

ても、通常の制度下ではサービスの提供が出来ないケースが多い。」

　この指摘からも、市場ベースで採算に合わない、また、制度の対象外であるとの理由から、食への

ニーズを潜在的に抱えながら生活する高齢者が多く存在していることが予測される。

　「河童クラブ」による配食サービスの提供は、若松大庭方式の中

心人物である大庭氏（図 4-A）が、愛知県から北九州市若松区に嫁

いできたことから始まった。大庭氏は、若松区への転入後、八百屋

を開店し、そこで顧客との交流を通じ地域に潜在的に存在するニー

ズを発見するようになった。特に、高齢の顧客が姿を見せなくなる

ことや、顧客の近所に住む高齢者世帯が食事の支度に困難な状態に

あること、さらには高齢者世帯で栄養に関する意識が低いこと等か

ら、高齢者世帯において食に関する深刻なニーズが存在することを

認識した。これに対し、自宅の台所で作ったお弁当を、高齢者世帯

に配食するという独自の対応を開始した。同時に、問題意識を共有

する顧客 10名程と共に定期的に勉強会をはじめた。これらの活動

は、八百屋を営む傍らに行われており、サービスの提供には限界が

あったと大庭氏は語っている。

　「自宅の台所に容器を一杯に広げて、お弁当を作った。家中がお弁用容器の保管場所になり、家族

の理解無しではやっていけなかった。八百屋をやりながらだったので、とにかく大変だった。」

　この状況は、大庭氏自身が大病を患い長期入院および療養が必要となり大幅に変化した。この変化

のキーパーソンとして、嫁いで来た頃からのかかりつけ医で、入院先の主治医でもあった赤染医師が

あげられる。当時、赤染医師は若松医師会の会長で、また「若松あんしんネットワーク」のリーダー

的な存在で、地域で安心して生活し続けるという課題に取り組んでいた。八百屋を廃業し、自分のや

りたい事を模索中の大庭氏に、赤染医師は地域のボランティア研修の受講を勧めた。このことにより、

大庭氏は同じ意識を持つ人々と集団で活動を行うこと、また既存の制度の利用や「若松あんしんネッ

トワーク」等の公的な機関との連携をするためのノウハウを学んだ。

　病気の治癒に伴い、ボランティア研修で学んだノウハウを活かし、大庭氏は配食活動の規模を拡大

河童クラブ外観

盛り付け作業
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していく。まずは、活動の拠点を、自宅の台所から公民館の調理室に移した。また、ほぼ独力で行っ

ていた調理および高齢者宅への配達を、複数で行うようになった。このメンバーは勉強会を行ってき

た八百屋の顧客が中心であった。この中には、大庭氏と並びリーダー的な役割を果たすと同時に大庭

氏の相談役であった、キーパーソンが存在した。現在の「河童クラブ」につながる活動基盤が築かれ

たことにより、週 4日昼食 70食の提供が可能となった。

　その後、活動基盤の固定と規模の拡大を目指し、1998年 2月に北九州市からの認可を受け、大庭

氏が八百屋を営んでいた場所に活動拠点を移転した。2005年 8月現在では、「河童クラブ」として、

週 4日（火 ~金曜日）昼食 90食、夕食 20食（1回 100円利用者負担で、400円の公的補助）のサー

ビスの提供を行っている。お昼は 5つのルート、夜は 3つのルートで配達を行っており、若松区内

外にサービス提供を行っている。車の進入が困難な道でも、スタッフが徒歩や自転車で配達に回るな

ど、柔軟な対応を行っている。

　上述してきたように、大庭氏は赤染医師や医師会、行政といった専門家・公的機関からのサポート

を有効に活用し、「河童クラブ」の活動形態を整備してきた。「河童クラブ」の特徴を、現在「河童ク

ラブ」のリーダーである D氏（図 4-D）、および配達スタッフとして働く C2氏（図 4-C）へのイン

タビューから検討した。

● D氏 2級ヘルパー、ガイドヘルパー、精神

：若松大庭方式に参加したきっかけ

・10年前に母が亡くなった時、既に河童クラブで働いていた近所の友人の紹介

（開始当初は、スーパーでのパートと並行で週 1回程度）

・大庭氏のことは、八百屋のおばちゃんとして認知していたが、「河童クラブ」のリーダーであるこ

とは知らなかった

：若松大庭方式における役割

・4~5年前から、大庭氏に代わるリーダーとして、火曜から金曜（昼、夜）まで勤務

・その他の日は、「まどか（詳細は、2章）」で仕事があればヘルパーとして勤務

・配食に行き、ニーズを発見すると大庭氏に連絡

：若松大庭方式の抱える課題

・スタッフは活動初期から（最高齢 70歳）のボランティアが主体（5~6人）で、そのメンバーが引

退後は活動継続が困難

● C2氏 2級ヘルパー

：若松大庭方式に参加したきっかけ

・大庭氏の娘と自分の娘が同級生だった

・義姉がリュウマチで、将来的に介護技術が必要となる

・ヘルパーの仕事に興味を持っていた
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：若松大庭方式における役割

・1年半程前から、「まどか」でボランティア活動開始

・計週 6日、「まどか」でヘルパーとして勤務する傍ら「河童クラブ」でお弁当の配達

：若松大庭方式の抱える問題

・ 中心的な存在である大庭氏の健康面が心配

　D氏は、「河童クラブ」の配食サービスを利用する事の利点を、「河童クラブのお弁当をとると、大

庭さんという絶対的な安心がついてくる」と述べている。これは、食事の配達に行ったスタッフが、

怪我をして買い物が困難、配偶者の認知症が進行している等といったその他のニーズを発見した際に、

なんらかの対応をしてくれるということを意味している。掃除、買い物、家具の移動等の日常生活支

援サービスに関しては、「河童クラブ」でボランタリーに対応している。これは、訪問給食事業とし

て認定を受けている「河童クラブ」の活動として、現在では配食サービスと 2本立てで行われている。

逆に、これらの日常生活支援サービスの提供を依頼してきたのをきっかけに、配食サービスを利用し

始めるという例も多く見られる。さらに、「河童クラブ」で対応できないニーズの場合、後に詳細を

記すが、在宅介助サービス（2章）を提供する社会福祉法人「まどか」、居場所の提供、介助・介護

サービスを提供する有限会社「ともしび（3章）」、長期的な介助・介護サービスを提供する個人事業

「みんなのいえ（4章）」といった若松大庭方式で、包括的に対応できる体制が整っている。

　また、D氏がそうであるように、大庭氏は介護保険を見込んで、「河童クラブ」スタッフにヘルパ

ー 2級の資格取得を勧めている。複合施設（図 4-H）での実習や、資格取得にかかる金銭面での援助

を行う事で、現在では 20名が資格を取得している。これらのスタッフ達は、配食の傍ら「まどか」

でのヘルパーとしての勤務も行っている。逆に、C2氏のように「まどか」のスタッフとして勤務す

る傍ら、「河童クラブ」でお弁当の配達を行っているスタッフも多く見られる。高齢者世帯の抱える

ニーズを、「発見する立場（食事の配達者）」が、「解決する立場（ヘルパー）」を兼ねていることから、

情報の共有が円滑に行われやすい状況にあるといえる。

　さらに、D氏および C2氏は、若松大庭方式への参加のきっかけとして、知人や子供を通じたつな

がりをあげている。このことから若松大庭方式は、町内会や自治会といった地縁に基づく集団とは異

なり、多様な背景、資格をもった人々が参加する集団であるといえる。

1-2　取組みにみるその特徴

　「河童クラブ」の特徴を以下のようにまとめる（図 5参照）。

① 食事の配達を通じて、新たな高齢者世帯のニーズを発見している

② 発見したニーズは、若松大庭方式内で情報の共有化が図られている

③「河童クラブ」内で解決できないニーズに対しても、柔軟に対応している

④ サービスを受ける側および提供者も、口コミや個人的なつながりを通じての参加が多く、活動の

基盤は既存の地域枠に捕らわれていない
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⑤ 赤染医師および公的機関が、大庭氏の活動をサポートしている

2　在宅介助サービスの提供とその特徴 

2-1　在宅介助サービスの提供

　「河童クラブ」のスタッフは配食サービスを通じ、食以外に高齢者世帯が様々なニーズを抱えてい

ること発見した。1章で述べたが、掃除、買い物、家具の移動等の日常生活支援サービスに関しては「河

童クラブ」スタッフが随時対応しており、現在では配食と並ぶ活動の柱となっている。この「河童ク

ラブ」の他に大庭氏を中心とするサービス展開においては、介護保険制度内に位置づけられる有限会

社「ともしび」が日常生活支援サービス、在宅介助サービスの提供などがある。

　2000年 4月に介護保険制度が導入されてから、若松区においても、在宅介助サービスを提供する

事業者が増加している。これらの事業者の中から、利用者のニーズを反映したサービス提供、最適な

事業者が選択されることが望まれる。この利用者と事業者の間を調整する役割を担う存在として、ケ

アマネージャ（介護支援専門員）があげられる。ケアマネージャは介護保険制度と同時に導入された

資格で、ケアプランの作成を行うことを主な業務の一つとしている。最適なケアプラン作成には、事

業者に関する情報を的確に把握していることが求められる。若松区で 2002年 9月に居宅介護支援事

業所を開設し、個人でケアマネージャとして活動中の F氏（図 4-F）は以下のように述べている。

　「事業者間の横のつながりが薄い。情報収集および共有の場として存在するべき若松あんしんネッ

トワークは、専門性が高く、多様な主体が参加しているとは考えられない。今後、現場レベルで地域

に密着した場を設けていきたい。」

　若松区の出身であるが他地域で看護職に就いていた F氏は、特に事業者や利用者に関する情報を

図 5　河童クラブの変遷と周辺社会資源相関図
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共有する場の必要性を指摘していた。現在、若松区には情報共有の場として若松あんしんネットワー

クが存在している。F氏の話からも、地域ボランティアや個人事業者といった現場レベルの連携は薄

く、在宅で生活する高齢者のニーズを反映したサービス提供が困難な環境であることが推測されるこ

とからも、若松あんしんネットワークにみられるような情報共有の場の存在は大きい。

　「ともしび」による日常生活支援サービスの提供は、介護保険制度のスタートと大庭氏の長女であ

る松崎氏が大庭氏の取り組みに参加したことから始まった。松崎氏（図 4-B）は、助産婦として東京

で 4年間働き、世界一周を経て、助産婦として海外青年協力隊に参加しラオスに 1年間赴任していた。

この間に大庭氏は配偶者を亡くし、松崎氏は若松に戻り大庭氏を助けることを決意し帰国した。しか

し、大庭氏は松崎氏に助産婦として生きる事を希望し、若松大庭方式の活動が小規模であったことも

あり、松崎氏はラオスでの活動を継続した。任期を終え日本に帰国後は、北九州市内で性教育の専門

家として生まれることに関り続けた。松崎氏は、助産婦という職業を選んだきっかけを以下のように

語った。

　「小さい頃から、困っている人を積極的に助けてきた母（大庭氏）から大きな影響を受けてきた。

さらに、病院で亡くなった祖父を見て、自分の家で生まれることも死ぬことも出来ないことに疑問を

感じた。」

　この生まれることに対する支援は、大庭氏の罹病をきっかけに、住みなれた環境で死にいくことに

対する支援活動に転換した。松崎氏は性教育の専門家としての仕事を辞め、病気療養中の大庭氏の補

佐という形で若松大庭方式に参加した。具体的には、「河童クラブ」で日常生活支援サービスの担い

手として活動を開始した。松崎氏は、当時を振り返って、以下のように述べている。

　「母の活動を引き継ぐ事について真剣に考え、若松に戻ってきた。見て学ぶ方式の指導に馴染めず、

また母の影響力の大きさに悩んだ。」

　松崎氏は、悩みながらもケアマネージャの資格を取得した。これをきっかけに大庭氏は、松崎氏を

代表とする有限会社「ともしび」を設立した。「ともしび」は、2002年 7月から介護保険制度内で日

常生活支援サービスの提供を開始した。これにより、若松大庭方式では、ボランタリーおよび介護保

険制度内で、在宅高齢者のニーズに対応することが可能になった。

　そもそも「ともしび」の原点は、「河童クラブ」の日常生活支援サービス活動である。この活動は、

配食サービスの提供を通じて発見したニーズにボランタリーに対応したことから始まった。発見した

ニーズには、若松大庭方式によって解決可能なものと不可能なものがあった。大庭氏は、若松あんし

んネットワークに積極的に参加し、これらのニーズについて発言を行ってきた。このことにより、医

師会や行政、地域組織、他施設、ケアマネージャといった多様な周辺社会資源と、高齢者世帯の抱え

るニーズを共有し連携関係を結ぶことを可能にした。具体的には以下の様な連携関係があげられる。

　若松区基幹型在宅介護支援センター職員 I氏（図 4-I）:は在宅介護支援センター職員として、若松

あんしんネットワークの運営に関わり、初期の頃から大庭氏の活動を理解してきた。現在も、在宅介

護支援センターに寄せられたニーズに対し、大庭氏に紹介・相談したりと、直接的・間接的な連携関

係を結んでいる。初期に比較して、制度の枠内で活動を展開する傾向にある若松大庭方式に対し、多
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少残念な気持ちを抱いている。

　若松区役所職員 J氏（図 4-J）:保健師であり、若松区役所子供家庭相談コーナー、障害高齢者相談

窓口で地域ニーズに対応してきた J氏は、若松あんしんネットワークを通じて、大庭氏との連携関係

を結んでいる。これとは別に、松崎氏が性教育の専門家として活動中から交流がある。

　複合施設 H1氏（図 4-H）:若松区内で、訪問配食、ケアプランの作成やヘルパー派遣といった居

宅介護支援事業等を複合的に展開し、若松あんしんネットワークの主要メンバーである。法律の枠内

に収まりきらない大庭氏の活動を理解し、連携関係を結んでいる。若松大庭方式内のスタッフがケ

アマネージャの資格を取る際、運営する複合福祉施設において実習を行っている（1章参照）。逆に、

運営する複合福祉施設内で行われる季節行事等、人手不足の時には、若松大庭方式内のスタッフが補

助に出向いている。 

　総合病院主任ケアマネージャ G氏（図 4-G）:若松区内の総合病院で主任ケアマネージャおよびソ

ーシャルワーカーとして勤務する G氏は、若松あんしんネットワークのケアマネージャおよびソー

シャルワーカー部会に参加している。制度の枠内に収まりきらない大庭氏活動を理解している。現在

まで直接的な連携関係は無いが、ニーズ解決のための選択肢として認識している。また、同じケアマ

ネージャ仲間として、松崎氏の相談相手にもなっている。

　ケアマネージャ F氏（図 4-F）:若松区において個人で居宅介護支援事業所を開設し、ケアマネー

ジャとして活動中の F氏は、情報収集の場として捉え若松あんしんネットワーク初期の頃から参加

している。積極的に発言を繰り返してきた大庭氏の存在を認識している。現在、大庭氏および松崎氏

と直接的な連携関係は無いが、自身の抱えるケースについてなんらかの連携を図る可能性を示唆して

いた。特に、同じケアマネージャ仲間である松崎氏に対しては、現場レベルの横の連携関係を結んで

いきたいという意志をもっていた。

　さらに、「河童クラブ」でボランタリーに行っていた日常生活支援サービスに加えて、介護保険制

度を利用したサービス提供を行うという展開は、若松あんしんネットワークで行政等との情報交換を

通じて実現したことが考えられる。大庭氏は、若松あんしんネットワークに積極的に参加し発言して

きたことで、多様な主体によって構成される独自のネットワークを構築し、若松大庭方式を形成して

きたといえる。なお、大庭氏が若松あんしんネットワークに参加したきっかけとして、赤染医師の存

在があげられる。「河童クラブ」拡大期のキーマンである赤染医師は、若松あんしんネットワークの

初代会長であり、大庭氏に参加を勧めたことが考えられる。

　利用者のニーズを反映したサービスの提供には、多様な周辺社会資源との連携は重要な要素である

といえる。現在「ともしび」では、2つの連携を基盤に日常生活支援サービスの提供が行われている。

1つめは、大庭氏が若松あんしんネットワーク参加を通じて構築してきた連携である。2つめは、代

表である松崎氏が今まで展開してきた活動を通じて構築してきた連携である。これら 2つの連携が、

より利用者のニーズを反映したサービス提供を可能にしていることが考えられる。1つめの連携の中

で、松崎氏が若松あんしんネットワークに積極的に参加して欲しいという声も聞かれた。
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2-2　取組みにみるその特徴

　「ともしび」の特徴を以下のようにまとめる（図 5参照）。

①「河童クラブ」等を通じた、独自のニーズ発見

②「河童クラブ」に並行した、介護保険制度内での日常生活支援サービスの提供

③ 若松あんしんネットワークを介した、大庭氏を中心とする周辺社会資源との連携

④ 助産婦やケアマネジャー等の活動を介した、松崎氏を中心とする周辺社会資源との連携

⑤ 若松大庭方式外との情報共有、オープンな場の創出により適切な解決策が得られる

3　居場所の提供、介助・介護サービスの提供とその特徴

3-1　居場所の提供、介助・介護サービスの提供

　前章までは、大庭氏を中心としたサービス展開において、高齢者が在宅で生活し続けるために発生

する様々な日常生活支援ニーズの解決方法について述べた。この過程において、高齢者世帯の抱える

潜在的なニーズを発見する役割を担ってきたのが、「河童クラブ」の配食スタッフであった。サービ

スの受け手である高齢者世帯の加齢および活動規模の拡大にともない、スタッフは在宅では解決困難

なニーズを発見するようになった。若松大庭方式において、精神障害を抱える高齢者といった公的制

度での対応が困難なニーズを解決しているのが、社会福祉法人「まどか」および「キッチンハーモニー」

である。ここでは、日帰りや短期間で介助・介護サービスの提供を行っており、「まどか」および「キ

ッチンハーモニー」は在宅での生活が困難な高齢者の居場所を提供している。

図 6　「ともしび」と周辺社会資源相関図
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　若松区内においても、高齢者が日帰り（ディケアサービスセンター、認知症高齢者デイホーム）や

短期間（ショートステイ施設）に滞在し、介助・介護サービスを受けることのできる通所施設が存在

する。これらの通所施設では、公的介護保険制度内でサービス提供を行っていることが多い。具体的

には、趣味活動・食事・入浴といった介助、介護サービスの提供を行っている。これらのサービスに

よって、一時的ではあるが、高齢者に対しては居場所を、また介護者である家族には休養を提供して

いる。しかし、重度、複合的な障害を抱える高齢者対して、介助・介護、一時的な居場所を提供する

施設は殆ど存在しない。数少ない存在として、H1、H2氏による身体障害者療護施設があげられる。

これは 2003年度から開始した障害者支援制度適用施設である。ここでは、身体に障害を抱える高齢

者のデイケアサービスとショートステイ（定員 5名）を行っている。しかし、精神障害者には対応し

ていない。住みなれた若松区で最後を向かえるために、重度、複合的なニーズを抱えた高齢者の一時

的な居場所を提供することは重要な課題である。

　若松大庭方式において、居場所の提供は 1998年より始まった。上述したように、「河童クラブ」

で取り組んできたボランタリィな在宅介助サービスの提供では解決困難なニーズに直面したことが、

活動開始のきっかけとなった。既存のデイケアサービスの利用やショートステイ施設への入所が困難

な、重度の身体障害、精神障害等の複合的なニーズを抱えた高齢者に対し、大庭氏は旧赤染宅を借り

受けデイ・サロンとして開放した。これが「まどか」および「キッチンハーモニー」の前身である。

初期の段階では、多様なニーズを柔軟に解決していくことに制約が加わるのを恐れ、法的な認可を受

けずに活動を展開していた。在宅で困っている知人の存在を知った大庭氏が、見過ごすことができず

に親切心から自宅で面倒を見ているという状況であった。さらに、利用者のニーズに応じて臨機応変

に、暫定的にショートステイも引き受けるようになった。結果として、大庭氏に看取られ息を引き取

った利用者も存在した。活動を継続していくに従い、相談に訪れる民生委員やケアマネージャー等が

現れ始めた。彼らは、自身の抱える解決困難なニーズに対し、個人的な立場で助けを求めてきた。「ま

どか」の近所に住み、民生委員等、地域の要職にある E氏（図 4-E）は、大庭氏の取り組みとの連携

関係を以下のように述べた。

● E氏 民生委員、保護士、婦人会役職、「まどか」評議委員

：若松大庭方式に参加したきっかけ

・婦人会の役付きは、あんしんネットワークでの役職を務めるのが慣例になっており、この関係を通

じて大庭氏の存在を認識

・民生委員として地域の見守り活動を行っており、公的な制度内では対応困難な例に直面

：若松大庭方式における役割

・様々な地域内役職を通じて、公的制度内では解決困難なニーズを発見

（ヒアリング調査実施時も、若松大庭方式に依頼したい独居高齢男性を抱えていた） 

・若松大庭方式と周辺地域とのパイプ役

（「まどか」の隣に立地する、「みんなの家（4章および付録、参照）」の工事を開始する際、近隣への
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あいさつ回りに一緒にまわってくれた）

　大庭氏は、これら周辺社会資源から得た情報と「河童クラブ」か

ら得た情報を、若松あんしんネットワークを通じて積極的に発信し

た。これによって、医師会、地方・中央官庁等の行政職員、地域組織等、

様々な社会資源と情報の共有を実現し、大庭氏は解決策を得てきた。

厚生労働省から北九州市に出向してきた役人 K氏との出会いは、若

松大庭方式に大きな転機をもたらした。K氏は、大庭氏の取り組み

を高く評価する一方で、公的な立場から未認可で活動を継続すること

の短所を指摘し続けた。この結果、大庭氏は 2002年 7月に法人格を

取得し、社会福祉法人となった。これによって、施設整備援助や税

制優遇措置を受けることが可能になった。それまで任意に行ってき

たデイ・サロンを、小規模通所授産施設「まどか」と小規模作業所「キ

ッチンハーモニー」と形を改めた。社会福祉法人設立には、法律に

規定された厳しい条件をクリアし、複雑な手続きが必要である。こ

の法人設立過程において、K氏を始めとする若松あんしんネットワ

ークを通じて構築した連携が大きな力となっていた。

　同時に、行政職員や専門家は、「まどか」等の若松大庭方式の活動を通じて、各々の施策の方向性

を見出してきたといえる。中央官庁から出向してきた役人は、大庭氏の活動を見学に来ることが慣例

となっている。一般的に、行政職員や専門家は、現場に触れる機会が少ないことが問題視されてきた。

「まどか」を代表とする若松大庭方式は、現行の制度で対応困難なニーズおよび解決に向けての問題

点を知ることが出来る、数少ない窓口であるといえる。

　小規模通所授産施設および小規模作業所は、地域において心身障害者を通所により独立自活に必要

な訓練を行うとともに職業（作業）を通じて自活させることを目的とした施設である。あえて、老人

デイサービス事業や老人短期入所事業としなかったのは、以下の 2つの理由がある。

　1点目 :制度的な枠組みを適用できない、複合的なニーズに柔軟に対応するため

　2点目 :高齢者に限らず、ニーズを抱える人全てに居場所を提供するため

　精神障害を抱えさらに半分寝たきりの高齢者といった、一番深刻なニーズを抱えている人が、制度

の枠外に位置づけられ、ニーズを抱えたまま生活し続けている現状にある。この状況に対し、大庭氏

は、どんなニーズも解決することを目指している。さらに、不登校状態にある 10代といった、居場

所を求める全ての人に居場所を提供したいと考えている。実際に、現在「まどか」スタッフとして働

く C3氏（図 4-C）は、10代の頃、居場所を求めて「まどか」に通っていた時期があった。さらに、

大庭氏にヒアリング調査を行った際にも、日中「まどか」に通ってくる青年がいた。彼は、認知症、

半寝たきりの高齢者と碁らしを楽しんだり、介助の補助を積極的に行っている。「まどか」では、様々

なニーズを抱えている人々が集い、青年が高齢者、精神障害を抱える人が身体障害を抱える人を等、

「まどか」外観

「まどか」でのサロン風景
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お互いに支えあうことで、各々の居場所を見出しているといえる。

● C3氏 2級ヘルパー、ガイドヘルパー

：若松大庭方式に参加したきっかけ

・母親と大庭氏が知り合いで、子供時代から悪いことは叱ってくれる、信頼できる存在

 ・10代後半で何か目標を探していたときに、手伝うようになった

：若松大庭方式における役割

・入浴介助、介護等、週 6日勤務、3年目

 （大庭氏の援助でヘルパーの資格を修得し、将来的にはケアマネージャーの資格を修得したいと考え

ている）

　この「まどか」および「キッチンハーモニー」では、若松区に限らず、周辺区住民もスタッフとし

て働いている。現在、「まどか」でスタッフとして働く C1氏（図 3-C）は若松大庭方式に参加した

きっかけを以下のように述べた。

● C1氏 ヘルパー 2級

：若松大庭方式に参加したきっかけ

・母の介護を行うために、ヘルパーの資格を修得

・夫が大庭氏の活動を知っていて、介護が一段落したときに勧めてくれた

:若松大庭方式における役割

・食事介助、介護等、週 5日勤務、9ヶ月目

　両者共に近所に住んでいるが、町内会活動や近所付き合いには消極的である。地域内の活動という

認識はなく、大庭氏との個人的な関係または個人的な興味、サークル活動のような認識で、若松大庭

方式に参加していた。

3-2　取組みにみるその特徴

　「まどか」および「キッチンハーモニー」の特徴を以下のようにまとめる。

①「河童クラブ」、若松あんしんネットワークを通じた独自のニーズ発見機能を有している

② 重度、複合的なニーズに柔軟に対応している

③ 関係基盤に捉われない多様な主体に、参加する機会を与えている

④ 行政職員や専門家に、直接具体的に現場に接することを可能にする場を提供している
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4　まとめと考察―包括地域ケアシステムに求められるもの

　大庭氏は、八百屋の野菜の配達、お弁当のサービスに始まり、訪問給食・日常生活支援サービス「河

童クラブ」、介護保険事業サービス「ともしび」、小規模授産施設「まどか」・小規模作業所「キッチ

ンハーモニー」これらの事業所の運営など、ニーズの変容に伴い様々なサービスを展開してきた。こ

こまで、それぞれのサービス展開において、各章ごとに「ニーズの発見」、「解決に向けての資源づく

りとサービス提供」の実態を明らかにしてきた。

　本章では、ここまでの調査結果や議論を踏まえ、まず、それぞれの段階の各サービス提供にから抽

出される、包括地域ケアシステム実現のための有用な知見を整理する。次に、今後の同様な事例分析

に有効な示唆を与えるため、今回の事例を通じて整理された包括地域ケアシステム実現のための基本

的なモデルを提示する。そして最後に、2005年 7月より新たにスタートさせた長期的な居場所の提供、

介助・介護、ターミナル、そして金銭や財産管理など、これらすべてのニーズに応えることを目的と

した終の住まい『みんなのいえ』の持つ意義と今後を展望したい。

4-1　各サービス展開における取組みの特徴と考察

　各サービス展開の取組みの特徴を I:本人本位に基づくニーズの発見とサービス提供 II:それを持続

的に支える周辺サポート環境に着目して整理すると以下のようになる。

「河童クラブ」による取組みの特徴と考察

① 食事の配達を通じた高齢者世帯の新たなニーズの発見

　大庭氏のニーズ発見は、出向いていくことにより行われている。若松大庭方式におけるニーズ発

図 7　「まどか」および「キッチンハーモニー」と周辺社会資源相関図
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見の原点である。若松大庭方式における食事の配達担当者はホームヘルパーの資格を持つなど、そ

の専門性を活かした包括的なニーズの発見が可能となっている。また、ニーズ発見は、これ以外に、

一定の場所でサービス提供を行う、すなわち迎えるサービスを提供（後述 :「まどか」）することに

より、ニーズを発信する本人の、新たなニーズを受けとめている。 

② 発見したニーズに関する情報の共有化

　発見したニーズに関する情報は、大庭氏、松崎氏、河童クラブリーダー I氏を中心として共有化

が図られている。これは、ニーズを適切にサービスに結びつけるために必要不可欠である。また、

この他に本人から直接発見したニーズは、若松あんしんネットワークや他の専門機関とも共有を図

るなど、若松大庭方式においては、様々な主体とニーズに関する情報の共有化がなされている。

③「河童クラブ」において解決できないニーズに対する柔軟な対応

　「河童クラブ」では、食事の提供以外に、日常生活支援のためのボランティアサービスを行って

いる。発見されたニーズが「河童クラブ」において対応できない場合は、大庭氏を中心に、その他

に作り上げた様々なサービスや、他の機関へつなぐなど、柔軟な対応をしている。これは、福祉サ

ービスに起こりやすいサービス提供者側の都合によらず、ニーズを持つ本人のために必要なサービ

スを提供するための必要な要素と言える。また、このような多様な主体との連携は、地域の様々な

サービス資源を知ることや、つながりを生み出す働きをしていることが考えられる。

④ サービス利用者・提供者は口コミを通じての参加が多い

　大庭氏の取り組みに関わる人々は、若松区内（提供者は転居により一人が他区から参加）であり、

比較的近隣からの参加が多い。しかし、自治会・町内会といった既存の地縁組織との関係は強くな

く、地域にありがちな自治会や老人会による活動の制約を受けにくい状況が築かれている。身近な

地域からの参加者は、大庭氏との個人的なつながりにより参加するなど、地域に依存し過ぎない姿

勢が結果的に課題解決をスムーズにしている。

⑤ 赤染医師等専門家、及び公的機関が、大庭氏の活動をサポート

　地域にとって必要なサービスを大庭氏が主体となって作り上げてきた。ニーズや問題が先行し、そ

れまで地域に整っていなかったサービス、すなわち、地域の中の不足にリアルタイムに応えようとす

る大庭氏の姿が、周辺資源（赤染医師等専門家、医師会、行政など）の連携を生み出し、大庭氏の取

組みをサポートする力となっている。 

「ともしび」による取組みの特徴と考察

①「河童クラブ」等を通じた独自のニーズ発見

　ホームヘルパー有資格者を中心とした配食サービスや介護保険外の日常生活支援サービスを行う

「河童クラブ」の継続した取組みにより、ニーズを持つ本人の早期発見や、本人の様態の変化に伴

うニーズの変化の発見、そして介護保険制度などサービス利用に関する取捨選択に関するサポート

が可能となっている。これは、単なる介護保険サービス事業所としてサービスを提供するというだ

けでなく、継続したニーズ発見の取組みにより、いわゆる‘サービスありき’にもとづく事業展開
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になりにくい仕組みを生み出しているだろうことも考えられる。

②「河童クラブ」に並行した、介護保険制度による日常生活支援サービスの提供

　地域包括ケアにおけるサービス提供に必要なインフォーマルサービスとフォーマルサービスの統

合が実現している。これは、サービス提供主体の変化によるニーズとサービスの結びつけにおける

連係の負荷を軽減させ、結果的にニーズの変化に対応した連続的なサービスや、ニーズを持つ本人

の個性を活かしたサービス提供を実現させていると考えられる。

③ 若松あんしんネットワークを介した、大庭氏を中心とする周辺社会資源との連携

　大庭氏は、若松あんしんネットワーク参加を通じて構築してきた連携や、サービス提供や課題解

決において、たくさんの主体と共に取り組んできた経緯により、保健福祉医療等に関する専門的、

且つ分野横断的な連携を可能にしている（図 8「B」参照）。

④ 助産婦やケアマネージャ等の独自の活動を介した、松崎氏を中心とする周辺社会資源との連携 

　松崎氏自身が持つ複数の専門分野での連携により、幅広い情報の収集が可能となっている。若松

あんしんネットワークやそこを介したケアマネージャ間のつながりによる情報の共有化はそのひと

つである（図 7「C」参照）。但し、現在、松崎氏は多忙な業務状況などから若松あんしんネットワ

ークへの参加ができていない。

⑤ 外部との情報共有、オープンな場の創出により適切な解決策が得られる

　介護保険サービス事業所であり松崎氏が代表をつとめる「ともしび」は、③に挙げた大庭氏を中

心とした連携、そして④に挙げた松崎氏を中心

とした連携、これらの複数の連携により多様な

周辺資源からのサポートを得つつ、「河童クラ

ブ」など自らが持つサービスを組み合わせるな

ど、多様な選択肢の中からニーズに合ったサー

ビス提供を実現している。これは、大庭氏や松

崎氏の活動が、その自らの活動内部に限定する

ことなく、自らが用意した開かれた連携の上で、

ニーズの共有や適切なサービスの検討、あるい

は、ニーズとサービスの結びつけの過程に生じ

る問題の解決策の検討などが実現しているから

であると考えられる（図 8における「A」を中心とした「B」や「C」との複数の連携による情報

の流動性と開かれた解決策検討の場の実現）。

　また、介護保険制度の開始以後、ケアマネージャを取り巻く問題として、「ケアマネージャとサ

ービス利用者間でニーズが処理されるため、地域全体としてニーズが不透明」、「ニーズを抱える本

人とケアマネージャとのミスマッチ」、「周辺社会資源情報を十分に持たないことによる、不十分な

ケアプラン作成」などが指摘されている。「ともしび」の取り組みは、これらの問題に対し、有用

な解決策を提示していると考えられる。

図 8　大庭氏、あんしんネットワーク等の

関係概念図
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「まどか」、及び「キッチンハーモニー」による取組みの特徴と考察

①「河童クラブ」「ともしび」における独自のニーズ発見と若松あんしんネットワーク等を通じた新

たなニーズ発見

　居場所の提供による本人との継続的な関わりから、本人の様態の変化に伴うニーズの変化の発見、

及び若松あんしんネットワーク等の連携を通じて相談、あるいは紹介されることによって行われる

ニーズの発見、これらふたつは特徴的である。これまでに築き上げた連携により、地域のなかの新

たなニーズの発見を実現させているものと考えられる。これは、限定されたサービス提供に対応し

たニーズの発見とならず、リアルタイムで包括的なニーズの発見能力を獲得していると考えられる。

② 困難・複合的なニーズへの柔軟な対応

　「まどか」のサービス提供においては、分野・領域をまたがる困難事例の支援、連携による 365

日 24時間の支援を実現させている。これは、サービス種ごとに異なる主体がサービスを提供する

といったサービス提供者側の都合によることなく、ニーズの変化に対応した連続的なサービスや、

ニーズを持つ本人の個性を活かしたサービス提供を実現させることになる。これらのサービスは大

庭氏、松崎氏を中心に提供されるが、解決策の検討などは、場合により、これまでに築いた多様な

連携からのサポートを受けつつ行われている。

③ 関係基盤に捉われない多様な主体への参加の機会の提供

　地縁組織や専門関係機関など既存の関係機関にとらわれない様々な主体（個人）が出入り可能な

場は、若松あんしんネットワークをはじめとした多様な連携をつくりだしている。サービス利用者

以外にも引きこもりがちな青少年や地域のボランティア、民生委員、保健師やケアマネージャー、

医師などの専門家、そして行政職員などが「まどか」を日常的に出入りしている。様々な人の居場

所であり、つながりを生む場となっている。ここでは、様々なニーズを抱える本人や地域の課題に

関する情報が共有されるだけでなく、開かれた場であることが結果として、「河童クラブ」「ともし

び」「まどか」などで行われる大庭氏を中心としたサービス提供方法や課題解決策が広く公開され

ることになり、その取組みの説明責任を果たす役割を担うこととなっていると考えられる。周辺関

係機関・個人からのサポートを得つつも、特定の主体に依存しないことにより、様々な人が出入り

可能な知恵や力の結節点をつくり出している。

④ 行政や専門家にとって、直接的に現場に接することを可能にする場を提供

　③で確認された関係基盤に捉われない多様な主体への参加の機会の提供は、行政職員や専門家に

とって新たな可能性を生み出していることが考えられる。それは‘学び’の場としての機能である。

多様な主体が参加可能な開かれた場は、行政職員や専門家のコミットを容易にする。特に本人本位

に基づくサービス提供が不可欠な福祉サービスにおいては、ニーズを抱える本人や現場との関わり

が重要であり、若松大庭方式においては、そこへリアルタイムに接することが出来るのである。そ

して、そこでは‘学ぶ’だけでなく、サービス提供方法や課題解決策において不十分な点を発見す

ると、必要なアイデアを提供しており、与え、与えられる関係がつくられている。
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4-2　若松大庭方式を実現させる要因

　ここまでのサービス展開ごとに整理された内容を、「ニーズの発見」、「解決に向けての資源づくり

とサービス提供」の取組みの特徴に着目し、若松大庭方式を実現させる要因を再整理すると以下のよ

うになる。

「ニーズの発見」:

　a）ニーズへのコミットメント

i）出向くサービス（食事の配達）を中心としたニーズの発見

ii）専門的視点を持つことによる包括的なニーズ発見能力

iii）本人との継続的な関わりによって本人の様態の変化の発見

　b）多様な主体との連携（若松あんしんネットワーク、地域等）

i）相談する /される、ことによる新たなニーズの発見とニーズ発見能力の向上

ii）誰もが参加しやすい場の提供により、ボランティア等担い手の獲得

　c）フォーマル /インフォーマルサービス双方を提供することにより、それぞれから抜け落ちがち

　　  なニーズを把握

「解決に向けての資源づくりとサービス提供」:

　d）発見したニーズの情報の共有

i）大庭氏、松崎氏、河童クラブリーダー I氏など複数のメンバーにより共有

ii）若松あんしんネットワークや他機関とも共有

　e）地域資源のサポート力の獲得

i）地域に不足するサービスを大庭氏が主体となって作り上げることにより、周

辺資源から大庭氏をサポートする力を引き出している。

ii）既存の地縁組織や専門機関など特定の主体との依存関係をつくらないことに

よる参加者の多様性の獲得

　f） 適切な解決策と説明責任の場の獲得

i）開かれた場における解決策の検討により、情報の流動化と適切な解決策獲得の可能性の拡大（他

機関との連携、学びの場の発生）

ii）多様な主体の参加者の目に常時触れることにより、サービス提供方法や課題解決策に関する

説明責任の場として機能

　若松大庭方式を実現させるこれら要因から図 9のような取組みが可能になっているのではないかと

考えられる。ニーズの発見から、発見したニーズ（情報）の共有化、解決策検討、適したサービスを

持たない場合はサービス資源のつくり出しや連携を通じて他機関へつなぐ、これらの一連のプロセス

において、若松大庭方式では、若松あんしんネットワーク等との連携により、上述した b）、d）、e）、
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f）が示すように解決策形成プロセスにおいて〔x.解決策検討の場の透明性と参加アクターの多様性〕

を獲得していることがわかる。そしてそれは各段階で終わることなく、継続した連携関係 8）を実現

させる、つまり〔y.各段階の連関性 〕を獲得しているのである。これは若松大庭方式の取組みの一

般化の要点であると考えられ、サービス提供の取組みにおいて評価・改善を可能にするものでもある

だろう。

　解決策検討の場のあり方として、これまで大庭氏が述べてきた、‘誰もが参加できる開かれた場’9）

（図 11、図 12：中間セグメント参照）の創出と実践により実現させたものであると言える 10）。

　これらの〔x、y〕2つの要素は、いわゆる包括地域ケアシステムにおいて必要な 5つの要素とは別

に、不可欠なものであろう。すなわち、包括地域ケアシステム実現においては、地域ニーズに必要な

諸サービスの整備やその提供体制の整備だけでなく、持続的、且つニーズを持つ本人にとって有効な

サービス提供が行われるために、新たにこれら 2つ〔x、y〕を実現させる仕組みを設定することが

妥当だと考える。従って、以下のような仮説を立てた（図 10参照）。

4-3　仮説

　「包括地域ケアシステムにおいて不可欠な要素である、本人本位に基づくニーズの発見とサービス

提供、そしてそれを支える持続的サポート環境、これらを実現させるために、解決策形成プロセスに

おける〔x.解決策検討の場の透明性と参加アクターの多様性 y.各段階の連関性〕これら機能を担保

する仕組みを、包括地域ケアシステムの中に意図的・計画的に設定することによって、それぞれの実

図 9　若松大庭方式における解決形成プロセス

8）2005年 1月 29日に行われた 21世紀 COEプログラム国際シンポジウム「総合政策学の構築に向けて」の発表（石井大一朗
「政策決定と実践 :研究者のコミットメントをめぐって」）において、中間支援組織に求められる役割として同様な議論を行なっ
ている。
9）大庭氏は、制度や既存のサービスから抜け落ちがちとなる困難な問題に対して、オープンな場において解決策を検討する。
そして、新たなサービス提供の方法や制度的な問題解決が必要となる事柄について、行政や専門家へ問題提起をし続けている。
10）本研究が示す立案（解決策検討）・実行・評価・改善を可能にする「中間セグメント」については、大江・平高（2005）の
問題解決実践のための総合政策学アプローチにおける中間支援組織という場の重要性において類似した議論がある。また、最近
では、資源とニーズを結ぶインターミディアリの研究についても、田中（2005）など多くの議論がなされている。
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現を妨げる要因を取り払い、本人本位に基づく持続的なサービス提供が可能になる。」

4-4　結語

　誰もが自分らしく住みなれた地域に住み続けるために必要な視点として、I:本人本位に基づくニー

ズの発見とサービス提供、そしてそれを支える II:地域における持続的サポート環境、これら二つの

側面に着目し、それぞれのサービス展開において、各章ごとに「ニーズの発見」、「解決に向けての資

源づくりとサービス提供」の実態を明らかにすることにより、若松大庭方式を実現させるいくつかの

要因が導出された。

　これまでの包括的地域ケアシステムに関する研究や各自治体による施策においては、地域リーダー養

成や、各種サービスの充足、住民の参加や保健・医療・福祉の一本化など、様々な取組みが行われている。

それらはどれ一つとっても欠くことのできないものであるが、特に住民の参加や保健・医療・福祉の一

本化に関しては、参加や連携といった重要な要素を含むものとして不可欠な取組みであろう 11）。

　今回の調査では、その実現のための不可欠な要素を円滑に達成させるための知見を導き出すこと

ができた。解決策形成の仕組みを担保させる〔x.解決策検討の場の透明性と参加アクターの多様性 

y.各段階の連関性〕である。これらにより実現する仕組みの有用性は、異なる地域において、異なる

地域ニーズに対応した包括地域ケアシステムのための諸策を検討する場合においても有効な手がかり

となるだろう。

図 10　包括地域ケア実現のための論点を示す概念図

11）一番ケ瀬（1999）、牧野（2003）は、包括地域ケアシステム実現のための問題とそれを実現させる基礎的要件として、住民
参加の必要性や保健・医療・福祉の三者連携を特に重要な要件であるとしてそれぞれ挙げている。
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　今回の調査では、若松大庭方式において、その取組みに直接、日常的に関与するスタッフ、基幹型

在宅介護支援センター職員、ケアマネージャなど身近な関係者に焦点を当てて、その実現のメカニズ

ムを「ニーズの発見」「解決に向けての資源づくりとサービス提供」これらの実態に着目して行ったが、

今後は、この仕組みの有用性を更に高めるため、今回の調査において明らかとなった、若松大庭方式

へのサポートの有効性が特に見られた連携相手として 若松あんしんネットワークの運営の中心的役

割を担う医師会メンバーや専門家、そして行政職員を中心とした調査を行う必要がある。そして、他

の類似した地域においても調査を進め、若松大庭方式において導出した仕組みの有効性と一般化を図

っていきたい。

　これまでの研究成果と今回の調査報告から整理される本人本位に基づくサービス提供を実現させ

る本人とサービス提供者等との関係とそこに生じる中間セグメントの機能的特質をそれぞれ図 10-i）、

-ii）に示す。図 11は、解決策形成プロセスにおける中間セグメントとサービス提供主体との関係の

類型をモデル 12）的に示したものである。また、中間セグメントに着目して若松大庭方式を図式化し

たものが図 12である。

12）これまでの研究成果によって提示される図 11のモデルをオルガネラモデルと呼ぶことにしたい。本人と本人を取り囲む主体、
さらにはその外側にある周辺関係主体との結びつきによって、本人本位に基づいたサービス提供が成立するという関係が、細胞
内、あるいはその外側にある細胞小器官（オルガネラ）が異種なものと結びつき、新たに一つの細胞小器官を形成したり、複合
体として一つの役割を持つ。すなわち、種々の細胞小器官の結びつきや関わりによって、核を中心とした組織が決定されるとい
う関係に類似していることからそのように呼ぶ。オルガネラモデルは、本人本位に基づいたサービス提供の実現において、地域
資源との関係、すなわちサポート環境とその状態を示すのに適している。
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図 11　サービス提供者集団と中間セグメント
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図 12　若松大庭方式における二つの中間セグメント

  ●地域における様々なニーズを持つ本人
  　本人 a：地域や介助・介護に関心を持つ主婦層の地域ボランティア参加の場
  　本人 b：閉じこもりがちであった青年の社会参加の場
  　本人 c：知的・精神に障害をもつひとたちの日中の居場所
  　本人 d：介助・介護が必要な高齢者等の生活の場

  ● *A、*B二つの中間セグメント
  　*A：地域において何らかのニーズを持つ人たちから成る集団内において、相互にニーズを出し合 
  　う、また力を出し合うことが可能になっている。
  　*B：事業運営、サービス提供方策／課題解決などについて必要な知恵を出し合う場として機能す
　　　　　るとともに、Aがうまく機能するための環境づくりをしている。
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付録：若松大庭方式によるあらたな取組み～終の住い「みんなのいえ」

　2005年 7月大庭氏は、新たな取組みを始めている。自宅にひとりで住み続けることや家族の中で

いっしょに住まうことなど、そのままの生活を継続することが難しくなった本人が、これまで住んで

きた若松に安心して住み続けるために用意した終の住いである。 

　新たなサービスづくりは、若松大庭方式のこれまでと同じように‘自らニーズを発見’し、まだ‘地

域にないサービス’を ‘多様な周辺資源からのサポート’を得つつ、‘大庭氏が主体的’につくりあ

げている。現在も多様なニーズに応えるための様々なルール等をつくりあげている最中であるが、現

在（2005年 11月）の運営の仕方や場の提供法もこれまで通り‘開かれた場’において‘多様な主体

の参加’のもとで解決策が検討され、これまでにつくり上げたサービスや場合によっては‘周辺資源

との連携’によるなど‘柔軟で包括的なサービス’が提供されている。

　「みんなのいえ」は、若松あんしんネットワーク初代会長である元医師会会長の赤染医師の病院を

赤染医師が亡くなった後に、大庭氏が買い取り、改装してつくりあげたものである。特別養護老人ホ

ーム、介護老人保健施設、グループホーム、ケアハウスなど、積極的・直接的な公的介入・支援の対

象となるような「施設」ではなく、そこに住む居住者の「個性を活かした生活」を受け止める共同の「住

まい」である。また、居住する高齢者、障害者だけでなく、地域の人たち、そして高齢者への援助や

他のサービスのお手伝いを通してここに安らぎを見出す閉じこもりがちであった若者たちなど、みん

なが一つ屋根の下でお互いに関わり、助け合いながら自らの生活をつくりだそうとする地域の中のみ

んなの居場所にもなっている。

　「みんなのいえ」の開始当初大庭氏は次のようにその自らの思いを語っている。

　「新しくオープンしたこの住まいを「みんなのいえ」と名付けたのは、文字通り‘この世に生を受

けているすべての方たちを対象にしているからです。-中略 - 利用しようとする方たちを優しく受け

入れられるのではないだろうかという思いと、利用者、職員、私の家族、地域の方々にとって‘みん

なのいえ’でありたいという想いからでもありました。高齢者の方たちは無論のこと、身体や精神に

障害があってなかなか生活の場所を求められない人たちにとっても‘みんなのいえ’でありたいと念

じています。私にもっと力があったら、もっとお金があったら、もっともっと多くのこうした高齢者、

障害者という分類でなく、居住する場所を求めている方たちに場所の提供ができるのにと自分の非力

を情けなく思うこともあります。こんな形態の活動が広がってくれたらどんなに嬉しいかと思ってい

ます。」

　現在の居住者は 57歳から 90歳まで、介護度 2以上の認知症や知的障害など様々な症状持つ 6名

である。貸主である大庭氏と居住者との間には契約に基づき、「住まい」と「生活していく上で必要

なすべてのサービス」が提供されている。その契約方法は 1.入居時 2.身体的・精神的支援必要時 

3.末期時 1~3へ段階的に、あるいは、1~3を包括的に契約するなど柔軟な対応がみられる。「みんな

のいえ」におけるあらたなサービスは‘家族の役割の一部代替’、ここではそのなかでも特にターミ

ナルケア、金銭・財産管理といった、これまでいわゆる身内でしか扱えなかったニーズへの対応を実
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現させつつあることである。

 

『みんなのいえ』の概要（2005年 11月現在）

入居者数：6名

 90歳 男性 介護度 5 寝たきり

 90歳 女性 介護度 3 

 85歳 男性 介護度 2 認知症

 70歳 女性 介護度 3 認知症 *精神病院退院後の入居

 67歳 女性 介護度 3 知的障害 A2、身体障害者 2級

 57歳 男性 介護度 3 全盲、糖尿病、左半身麻痺

スタッフ：11名（大庭氏、智恵氏は除く）

 60代‐3名、50代‐3名、30代‐3名、20代‐2名

家賃：7~12万

 食費、おやつ、衣服、散髪、介護保険負担、医療費等生活に

必要なすべての費用を含む

　今後は、サービス利用に関する契約、入居時に既に契約締結能力に欠けた入居者や権利擁護を目的

とした親族との契約関係への対応が必要となると考えられる。また、入居者のニーズは多様で解決が

困難なことが想定され、行政、医師会、専門家等との連携がこれまで以上に重要となる。この他に、

これまで、若松大庭方式において、密接な関係のもとで大庭氏の取組みをサポートしてきた産業医科

大学舟谷文男教授は以下のように今後の「みんなのいえ」の課題を整理している。

 ① 専門職の配置の必要性（医師・看護師・弁護士・司法書士など）

 ② 外部協力体制の再点検（区役所・医師会・地域自治会など）

 ③ 施設のアメニティ確保

 ④ 施設の安全管理への配慮

 ⑤ 収支バランスの持続的確保

 ⑥ 18年度以降の地域包括支援センターとの関係

 ⑦ 若松あんしんネットワークとの連携とその役割の明確化

 ⑧ 入居契約の工夫

     ・段階的契約 1.入居時  2.身体的・精神的支援必要時  3.末期時

  *入居段階で、1~3を包括的に対応する施設であることを説明

  *契約締結能力に欠けた人への対応の検討

  *権利擁護関連への対応も必須となることが予測され、親族との契約関係へ
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  対応が不可欠、また、成年後見制度への対応の検討。

 ⑨ 運営理念の再確認と再構築

　憲法 25条の最低限度を保障する「生存権」の確保を越えて、従前から行ってきた一人ひとりの

価値観を尊重する憲法 18条「幸福追求権」を保障する取り組みを再確認するとともに、法的な齟

齬が発生しないように、『（仮称）サービス利用契約書』の整備を図っていく必要がある。

　様々なニーズに対応したサービス提供が可能となった現在、特に「みんなのいえ」においては、先

に述べたサービスに関する諸契約への対応が急務な課題である。また、若松大庭方式において、今後、

世代交代や新たなサービス提供に伴い、新たに中心的役割を担うと考えられる松崎氏の今後の取組み

への期待は大きい。松崎氏は次のように述べている。― 身近な若松において、生まれたときから死

に赴くときまで、一人のひとが安心して暮らせるよう生活全体をサポートできること、それが理想で

す。今は大変なことも多いけれど、自分のできることは何かを絶えず考え、そして出来ることの水準

を高めること、一つひとつ取り組んでいきたいと思っています。 ― 松崎氏の若松あんしんネットワー

クへの積極的な参加を望む声や「河童クラブ」リーダーの交代の可能性、そしてあらたなサービス提

供の可能性など、大庭氏がこれまで築いてきた多様な周辺社会資源との連携関係に、松崎氏独自の取

組みと連携関係が加わることで、これまで以上に、地域における様々にニーズに対して包括的なサー

ビスを提供していくことが期待される。
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既刊「総合政策学ワーキングペーパー」一覧 *

　
番号 著者 論文タイトル 刊行年月

1 小島朋之
岡部光明

総合政策学とは何か 2003年11月

2 Michio Umegaki Human Security: Some Conceptual Issues for Policy 
Research

November 
2003

3 藤井多希子
大江守之

東京圏郊外における高齢化と世代交代
――高齢者の安定居住に関する基礎的研究

2003年11月

4 森平爽一郎 イベントリスクに対するデリバティブズ契約 2003年11月

5 香川敏幸
市川　顕

自然災害と地方政府のガバナンス～1997年オーデ
ル川大洪水の事例～

2003年12月

6 厳　網林
松崎　彩
鴫原美可子

地域エコシステムのマッピングとエコシステム
サービスの評価――地域環境ガバナンスのための
GISツールの適用――

2003年12月

7 早見　均
和気洋子
吉岡完治
小島朋之

瀋陽市康平県におけるCDM（クリーン・デベロプ
メント・メカニズム）の可能性と実践：ヒューマ
ンセキュリティに向けた日中政策協調の試み

2003年12月

8 白井早由里 欧州の通貨統合と金融・財政政策の収斂――
ヒューマンセキュリティと政策対応

2003年12月

9 岡部光明 金融市場の世界的統合と政策運営――総合政策学
の視点から――

2003年12月

10 駒井正晶 PFI事業の事業者選定における価格と質の評価方
法への総合政策学的接近

2003年12月

11 小暮厚之 生命表とノンパラメトリック回帰分析――我が国
生保標準生命表における補整の考察

2004年1月

12 Lynn Thiesmeyer Human Insecurity and Development Policy in Asia: 
Land, Food, Work and HIV in Rural Communities 
in Thailand

January 2004

13 中野　諭
鄭　雨宗
王　雪萍

北東アジアにおけるヒューマンセキュリティをめ
ぐる多国間政策協調の試み：日中韓三国間のCDM
プロジェクトの可能性

2004年1月

*各ワーキングペーパーは、当 COEプログラムのウエブサイトに掲載されており、そこから PDF形式で全文ダ
ウンロード可能である。ワーキングペーパー冊子版の入手を希望される場合は、電子メールで当プログラムに連
絡されたい（coe2-sec@sfc.keio.ac.jp）。また当プログラムに様々なかたちで関係する研究者は、その研究成果を
積極的に投稿されんことを期待する（原稿ファイルの送信先：coe2-wp@sfc.keio.ac.jp）。なお、論文の執筆なら
びに投稿の要領は、当プログラムのウエブサイトに掲載されている。
当プログラムのウエブサイト　<http://coe21-policy.sfc.keio.ac.jp/>
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14 吉岡完治
小島朋之
中野　諭
早見　均
桜本　光
和気洋子

瀋陽市康平県における植林活動の実践：ヒューマ
ンセキュリティの日中政策協調

2004年2月

15 Yoshika Sekine,
Zhi-Ming YANG,
and Xue-Ping
WANG

Air Quality Watch in Inland China for Human 
Security

February 
2004

16 Patcharawalai
Wongboonsin

Human Security and Transnational Migration: The 
Case in Thailand

February 
2004 

17 Mitsuaki Okabe The Financial System and Corporate Governance in 
Japan

February 
2004

18 Isao Yanagimachi Chaebol Reform and Corporate Governance in 
Korea

February 
2004

19 小川美香子
梅嶋真樹
國領二郎

コンシューマー・エンパワーメント技術としての
RFID――日本におけるその展開――

2004年2月

20 林　幹人
國領二郎

オープンソース・ソフトウェアの開発メカニズム
――基幹技術開示によるヒューマンセキュリティ
――

2004年2月

21 杉原　亨
國領二郎

学生能力を可視化させる新しい指標開発――経過
報告――

2004年2月

22 秋山美紀 診療情報の電子化、情報共有と個人情報保護につ
いての考察――ヒューマンセキュリティを実現す
る制度設計に向けて――

2004年3月

23 飯盛義徳 地域活性化におけるエージェントの役割――B2B
システムによる関係仲介とヒューマンセキュリ
ティ――

2004年3月

24 山本悠介
中野　諭
小島朋之
吉岡完治

太陽光発電のユーザーコストとCO2削減効果：大
学におけるヒューマンセキュリティへの具体的取
組みに向けて

2004年3月

25 Jae Edmonds Implications of a Technology Strategy to Address 
Climate Change for the Evolution of Global Trade 
and Investment

March 2004

26 Bernd Meyer
Christian Lutz
Marc Ingo Wolter

Economic Growth of the EU and Asia: A First 
Forecast with the Global Econometric Model 
GINFORS

March 2004

27 Wei Zhihong Economic Development and Energy Issues in China March 2004

28 Yoginder K. Alagh Common Futures and Politics March 2004
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29 Guifen Pei
Sayuri Shirai

China’s Financial Industry and Asset Management 
Companies――Problems and Challenges――

April 2004

30 Kinnosuke Yagi Decentralization in Japan April 2004

31 Sayuri Shirai An Overview of the Growing Local Government 
Fiscal Problems in Japan

April 2004

32 Sayuri Shirai The Role of the Local Allocation Tax and Rerorm 
Agenda in Japan―― Implication to Developing 
Countries――

April 2004

33 山本　聡
白井早由里

経済安定の基盤としての地方自治体の財源問題
――地方交付税のフライペーパー効果とその実証
分析――

2004年4月

34 岡部光明
藤井　恵

日本企業のガバナンス構造と経営効率性――実証
研究――

2004年4月

35 須子善彦
國領二郎
村井　純

知人関係を用いたプライバシ保護型マッチングシ
ステムの研究

2004年4月

36 渡部厚志 「移動の村」での生活史：「人間の安全」としての
移動研究試論

2004年4月

37 厳　網林 自然資本の運用による環境保全と社会発展のため
のフレームワークの構築――チンハイ・チベット
高原を事例として――

2004年4月

38 榊原清則 知的メインテナンス・システムの構築をめざすア
メリカの産学官連携プロジェクト

2004年5月

39 白井早由里
唐　成

中国の人民元の切り上げについて――切り上げ効
果の検証と政策提言――

2004年5月

40 草野　厚
岡本岳大

対中国ODAに関するメディア報道の分析――新聞
報道の比較を中心に――

2004年5月

41 草野　厚
近藤　匡

政策決定過程におけるマスメディアの機能――
イージス艦派遣をめぐる議論における新聞報道の
影響――

2004年5月

42 草野　厚
古川園智樹
水谷玲子

視聴率の代替可能性――メディア検証機構に焦点
を当てて――

2004年5月

43 中川祥子 「信頼の提供」に基づいたNPOと行政のパート
ナーシップ・モデルの提示

2004年5月

44 安西祐一郎 ヒューマンセキュリティへの総合政策学アプロー
チ

2004年5月

45 小倉　都 日本における再生医療ビジネスの課題とベン
チャー企業の取り組み――ジャパン・ティッ
シュ・エンジニアリングの事例分析について――

2004年7月
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46 伴　英美子 高齢者介護施設における従業員のバーンアウトに
に関わる組織システムの調査――総合政策学的視
座――

2004年7月

47 伊藤裕一 「開かれた政策協調手法」の発展とその評価――
EU雇用政策分野における取組みを中心に――

2004年7月

48 Hideki Kaji
Kenichi Ishibashi
Yumiko Usui

Human Security of the Mega-cities in East and 
South-East Asia

July 2004

49 Takashi Terada Thorny Progress in the Institutionalization of 
ASEAN+3: Deficient China-Japan Leadership and 
the ASEAN Divide for Regional Governance

July 2004

50 Sayuri Shirai Recent Trends in External Debt Management 
Practices, Global Governance, and the Nature of 
Economic Crises―― In Search of Sustainable 
Economic Development Polices

September 
2004

51 Sayuri Shirai Japan, the IMF and Global Governance―― Inter-
Disciplinary Approach to Human Security and 
Development――

September 
2004

52 Sarunya Benjakul Equity of Health Care Utilization by the Elderly 
Population in Thailand during the Periods of the 
Economic Bubble and after the Economic Crisis: 
Human Security and Health Policy Options

September 
2004

53 中林啓修 先進国の治安政策と「人間の安全保障」――EU
司法・内務政策を巡る考察――

2004年9月

54 Yuichi Ito Globalisation, Regional Transformation and 
Governance――The Case of East Asian Countries
――

January 2005

55 孫　前進
陳　宏
香川敏幸

东北亚经济空间形成中的流通环境分析
［中国語論文］

2005年1月

56 厳　網林
小島朋之
早見　均

运用京都协议书清洁开发机制（CDM）构筑可持续
的植树造林机制――日本庆应义塾大学与中国沈阳
市林业局合作造林的实践经验［中国語論文］

2005年1月

57 白井早由里 開発援助（ODA）のもたらすマクロ経済問題――
総合政策学アプローチに向けて――

2005年1月

58 白井早由里 援助配分・供与についての新しいアプローチ――
ヒューマン・セキュリティとミレニアム開発目標
の達成に向けて――

2005年1月

59 小暮厚之 多変量保険リスク管理への共単調性アプローチ
――ヒューマンセキュリティへの基盤研究――

2005年4月
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60 枇々木規雄 動的投資決定のための多期間ポートフォリオ最適
化モデル――ヒューマンセキュリティへの基盤研
究――

2005年4月

61 松山直樹 変額年金保険のリスク管理（現状と課題）――
ヒューマンセキュリティへの基盤研究

2005年4月

62 工藤康祐
小守林克哉

EIA（株価指数連動型年金）に含まれるオプショ
ン性について――ヒューマンセキュリティへの基
盤研究――

2005年4月

63 田中周二 第三分野保険（医療、就業不能、介護）の経験表
の作成について――ヒューマンセキュリティへの
基盤研究――

2005年4月

64 田中周二 大論争「現行アクチュアリー実務は間違っている
のか」――ヒューマンセキュリティへの基盤研究
――

2005年4月

65 厳　網林
宮坂隆文

衛星データによる砂漠化進行の時系列分析と農業
政策による影響の考察――中国内蒙古自治区ホル
チン砂地を事例として――

2005年4月

66 中林啓修 司法・内務分野におけるEUの対中東欧支援政策
――「人間の安全保障」実現にむけた国際協力構
築の一形式――

2005年4月

67 青木節子 宇宙の軍事利用を規律する国際法の現状と課題 2005年4月

68 青木節子 適法な宇宙の軍事利用決定基準としての国会決議
の有用性

2005年4月

69 岡部光明
光安孝将

金融部門の深化と経済発展――多国データを用い
た実証分析――

2005年4月

70 森平爽一郎
神谷信一

日本の家計はバブル崩壊以降危険回避的であった
のか？

2005年4月

71 小暮厚之
長谷川知弘

将来生命表の統計モデリング：Lee-Carter 法とそ
の拡張――ヒューマンセキュリティへの基盤研究
――

2005年4月

72 山田　悠
小暮厚之

取引システムが価格形成に与える影響の分析――
総合政策学の視点による研究――

2005年7月

73 駒井正晶 住宅バウチャー：アメリカの経験に学ぶ 2005年7月

74 安井　綾
平高史也

「ヒューマンセキュリティの基盤」としての言語政
策

2005年7月

75 野中　葉
奥田　敦

インドネシアにおけるジルバッブの現代的展開に
おける総合政策学的研究――イスラームと向き合
う世俗高学歴層の女性たち

2005年7月

76 岡部光明 総合政策学の確立に向けて（1）：伝統的「政策」
から社会プログラムへ

2005年8月
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77 岡部光明 総合政策学の確立に向けて（2）：理論的基礎・研
究手法・今後の課題

2005年8月

78 國領二郎 ネットワークと総合政策学 2005年8月

79 小島朋之
厳　網林

総合政策学による環境ガバナンスの実践――東ア
ジアにおける環境問題と国際政策協調スキームの
構築――

2005年8月

80 白井早由里 開発援助政策のマクロ経済学と制度アプローチの
融合――総合政策学によるメソッドの提案――

2005年8月

81 梅垣理郎 ヒューマンセキュリティと総合政策学 2005年11月

82 大江守之
平高史也

問題解決実践と総合政策学――中間支援組織とい
う場の重要性――

2005年11月

83 平高史也 総合政策学としての言語政策 2005年11月

84 岡部光明 日本企業：進化する行動と構造――総合政策学の
視点から――

2005年11月

85 白井早由里 中国の人民元改革と変動相場制への転換――経済
政策と為替制度の総合政策学アプローチ――

2006年2月

86 椎名佳代 
平高史也

異文化間ビジネスコミュニケーションにおける
通訳者の役割――日本語・英語の場合――

2006年2月

87 Setsuko Aoki Nonproliferation, Arms Control and Disarmament:
Asian Perspective

February 
2006

88 Setsuko Aoki International Legal Cooperation to Combat 
Communicable Diseases: Hope for Global 
Governance? 

February 
2006

89 Moriyuki Oe Problems and Implications of Japan’s 
Aging Society for Future Urban Developments

March
2006

90 石井大一朗
澤岡詩野
舟谷文男
大江守之

北九州市若松大庭方式にみる本人本意に基づく
サービス提供――包括地域ケアシステムの実現に
向けた総合政策学アプローチ――

2006年3月

91 岡部光明 金利と日本経済――金融の量的緩和政策の評価と
展望――

2006年3月

92 鄭　雨宗 EU諸国のエネルギー地域特性に基づく京都目標
へのコミットメント――ヒューマンセキュリティ
に向けた EU諸国の取組み――

2006年3月

93 青木節子 第一期ブッシュ政権の大量破壊兵器管理政策
にみる「多国間主義」

2006年3月
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「総合政策学ワーキングペーパー」投稿要領
2004年 12月 22日改訂

1.（シリーズの目的）　当ワーキングペーパーシリーズは、文部科学省 21世紀 COEプログラム「日本・アジ
アにおける総合政策学先導拠点 ---ヒューマンセキュリティの基盤的研究を通して」の趣旨に沿って行われた
研究成果をタイミングよく一般に公開するとともに、それに対して幅広くコメントを求め、議論を深めていく
ことにあります。このため編集委員会は、同プログラム事業推進担当者 30名（以下 COE推進メンバーという。
当 COEウエブページに氏名を掲載）またはその共同研究者等（下記の４を参照）による積極的な投稿を期待
しています。なお、主として研究論文を集録する当シリーズとは別に、専ら研究資料を集録するために「総合
政策学研究資料シリーズ（Policy and Governance Research Data and Document Series）」を 2004年 6月に新た
に創設しました。当 COEの研究領域や研究内容等はウエブページ（本稿末尾）をご参照ください。

２.（集録論文の性格）　シリーズに集録する論文は、原則として日本語、英語、または中国語で書かれた論文
とします。集録対象は、未発表論文だけでなく、学会報告済み論文、投稿予定論文、研究の中間報告的な論文、
当 COE主催ワークショップ等における報告論文、シリーズの趣旨に合致する既発表論文（リプリント）など、
様々な段階のものを想定していますが、性格的には原則として研究論文といえるものとします。集録論文のテ
ーマは比較的広く設定しますが、上記趣旨に鑑み、原則として総合政策学ないしその方法論、あるいはヒュー
マンセキュリティに関連するものとします。このため、論文主題、論文副題、あるいは論文概要のいずれかに
おいて原則として「総合政策学」または「ヒューマンセキュリティ」という用語のいずれか（または両方）が
入っていることを当シリーズ採録の条件とします。

３.（投稿の方法）　投稿は、論文の文書ファイル（図表等が含まれる場合はそれらも含めて一つのファイルに
したもの）を電子メールによって下記にあてて送信してください。文書ファイルは、原則としてMS-Wordま
たは LaTeXで書かれたものとします。後者による場合には、既刊ワーキングペーパーの様式に準じて作成し
ていただき、そのまま印刷できる様式のもの（camera-ready manuscript）をご提出ください。なお、投稿の締
切り期限は特に設けず、随時受け付けます。

４.（投稿資格）　当 COE推進メンバーおよび慶應義塾大学湘南藤沢キャンパスの専任教員は直接投稿できる
ものとしますが、それ以外の研究協力者（共同研究者あるいは当 COEリサーチアシスタント等）は必ず当
COE推進メンバーを経由して投稿してください。この場合、経由者となる COE推進メンバーは、論文の内容
や形式等を十分に点検するとともに必要な修正を行い、責任が持てる論文にしたうえで提出してください。投
稿論文は、その著者としてＳＦＣ修士課程学生やＳＦＣ学部学生を含む共著論文であってもかまいません（た
だし学部学生は第一著者にはなれません）。著者としてＳＦＣ大学院以外の大学院生を含む場合には、修士課
程学生は第一著者になれず、また博士課程学生も原則として第一著者になれません。研究協力者がＳＦＣの内
部者、外部者のいずれの場合でも、投稿論文の著者（複数著者の場合はそのうち少なくとも１名）は博士課程
在籍中の学生またはそれ以上の研究歴を持つ研究者（当 COE推進メンバーおよび慶應義塾大学湘南藤沢キャ
ンパスの専任教員はこれに含まれる）であることを条件とします。

５.（論文査読の有無）　シリーズの趣旨に鑑み、一般の学術専門誌のような論文査読は行わず、できるだけ幅
広く集録してゆく方針です。ただし、シリーズの趣旨に合致する論文とは言いがたいと編集委員会が判断する
場合には、編集委員会は、１）当該論文の採録を見送る、２）掲載するうえで必要な改訂（体裁その他の点）
を著者にお願いする、３）当シリーズではなく「総合政策学研究資料シリーズ」への採録に回す、などの対応
をとることがあります。編集委員会が投稿原稿を受理した場合、通常 10日以内に必要な改訂の有無を執筆者
に電子メールで直接ご連絡します。なお、集録が決定した場合、鮮明な印刷原紙作成のために図表等の原デー
タ（例えば Photoshop EPSなど）の提出をお願いする場合があります。
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６.（投稿料・原稿執筆料）　投稿料は不要です。一方、原稿執筆料は支払われません。集録論文の著者には当
該ワーキングペーパーを原則として 40部進呈いたします（それ以上の場合も十分対応できますので申し出て
下さい）。

７.（著作権）　ワーキングペーパーの著作権は、当該論文の執筆者に帰属します。

８.（公開方法）　本シリーズに含まれる論文は、編集委員会が統一的な様式に変換したうえで冊子体に印刷し
て公開します（既刊論文をご参照。なお提出原稿にカラー図表等が含まれていても構いませんが、それらは冊
子印刷に際しては全てモノクロとなります）。またウエブ上においても、原則としてすべての論文を PDFファ
イル形式でダウンロード可能なかたちで掲載し、公開します。

９.（原稿執筆要領）　提出原稿の作成にあたっては、次の点に留意してください。
　１）A4版、横書き、各ページ１列組み（２列組みは不可）。
　２）活字サイズは、日本語または中国語の場合 10.5～ 11ポイント、英語の場合 11~12ポイントとする。１
ページあたりの分量は、日本語または中国語の場合１ページ 40字 30行、英語の場合１ページ 30行をそれぞ
れ目安とする。（これら３つの言語以外の言語による場合は適宜読み替える。以下同様。）
　３）タイトルページ（１枚目）には、論題、著者名、著者の所属と肩書き（大学院生に場合には修士課程在
学中か博士課程在学中かを明記のこと）、著者の電子メールアドレスのほか、必要に応じて論文の性格（学会
発表の経緯など）や謝辞を記載。「COEの研究成果である」といえる場合には必ずその旨を記載する。なお、
日本語論文の場合は、論題（メインタイトルおよびサブタイトル）ならびに著者名の英語表示もページ下方に
適宜記載する（当該論文には印刷しないが、英文ワーキングペーパー末尾に付ける既刊一覧表で必要となるた
め）。
　４）その次のページ（２枚目）には、論題、著者名、概要、キーワード（4-6つ程度）を記載。概要は必須とし、
一つのパラグラフで記載する。その長さは 7-12行（日本語論文または中国語論文の場合は 250字 -400字程度、
英文論文の場合は 150語程度）を目安とし、単に論文の構成を記述するのではなく分析手法や主な結論など内
容面での要約も必ず記述する。なお、中国語論文の場合の概要は、中国語に加え、英語または日本語でも付け
ること。
　５）本文は、その次のページ（３枚目）から始める。
　６）タイトルページを第１ページとし、論文全体に通しページ（下方中央）を付ける。
　７）注は、論文全体として通し番号をつけ、該当ページの下方に記載する（論文の最後にまとめて記載する
のではなく）。
　８）図と表は区別し、それぞれ必ずタイトルをつける。またそれぞれ通し番号をつける。それぞれの挿入箇
所を明示する（図表自体は論文末尾に一括添付する）か、あるいは本文中に直接はめ込むか、いずれでもよい。
　９）引用文献は、本文の最後にまとめて記載する。その場合、日本語文献、外国語文献の順。日本語文献は「あ
いうえお」順、外国語文献は「アルファベット」順。
　10）文献リストには、引用した文献のみを記載し、引用しなかった文献は記載しない。
　11）論文の長さは、特に制約を設けないが、研究論文として最も一般的な長さと考えられるもの（本文が
15-30ページ程度）を目安とする。

10.（投稿要領の改訂）　投稿要領の最新時点のものは、随時、当 COEのウエブページに掲載します。

　論文の投稿先：　coe2-wp@sfc.keio.ac.jp

　論文冊子の入手その他：　coe2-sec@sfc.keio.ac.jp

　論文の PDF版（COEウエブページ）：　http://coe21-policy.sfc.keio.ac.jp/

　ワーキングペーパーシリーズ編集委員：　岡部光明（編集幹事）、梅垣理郎、駒井正晶


